






シナの耳付板採材に就いて               
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                                           鈴    木    博    司

  1) 現在道内製材工場の一般的な木取法として広く行われて居るのは、針葉樹における框
板、或はセン等の家具材の如く比較的高級な需要面を持つもの及び一部製函原料としての
下級材(ニレ等)を除き、その殆どが巾極めせる一定形量の製品として処理供給せられている
が、優良な製材用原木が少なくなり、材質の低い中級材以下が製材工場の主原料となって
居る状況、反面木製品加工技術の進歩に依り、製品からの集約利用の可能な現在において
は、製材工程の簡略、或は加工歩止りの増加等の利点からも、素材より良質製品のみを採
材する木取注とは別に上記特殊材のみならず、広葉樹材を対象として、所謂丸挽きして耳
付採材に依る完全利用を計ると云うのも、今後の木取の進むべき一方向と思われる。
  その場合、基本となる価値の変化に就いて歩止りの面よりどの様な変化になるか、シナ
材を例として従来の木取り法との比較調査を行って見た。
  2) 方        法

(イ) 供試材は当初土場在荷の中素材の欠点、製品の価値、現在の需要の可能性を考慮
に入れてシナ材を先ず対象として、径級 9 寸以下の小径木、各等級 2 本宛、1 尺
～1 尺 25 寸のもの各 2 本、1 尺 3 寸上のもの各 1 本ずつ径 15 本を選木した。

(ロ) 木取方法は最初に全部の素材を耳付板のみ採材し、次にその耳付板を一般材に挽
直して両者の材積歩止り、及び価値歩止りに就いて比較検討を加えた。

  3) 経        過
(イ) 抽出した素材は第 1 表の如くであった。

第 1 表

(ロ) 採材した製品の厚さは、需要面より考え 5 分に限定して挽立した。
(ハ) その材積歩止りは第 2 表の如きものであった。

第 2 表

  第 2 表 B 欄の 9 寸下のものを除き高い歩止りを示して居るが、これはシナの形状に原因
があり末口自乗法に依る材積計算をして居る為であるが、その内訳を更に検討すると、主
材の平板については、A による場合 B より 11.2％の歩止り増加であり、副材に就いては、
B に依る場合の方が 4.2％、同じく増っとなって居る。
  これは、耳付採材の場合、主材として採られるものが、一般的な木取法においては、副
材化されるか或いは耳摺りの廃材として無駄になることを示して居り綜合すると 7％の歩
止り増が見られた。



第 3 表

  (ニ) その価値歩止りに就いては、第 3 表の如くであり、(表の値は製品の材積別、品等別、
形量別の価格指数に各々の材積歩止りを乗じて算出したものであり一般材の平板Ⅱ等を
100 として出した)。
  これを径級別にみると何れも耳付採材に依る方が幾分劣って居るが僅差しかない事がわ
かる。
  第 3 表を見易くする為、平均価値指数で表すと第 4 表の如くである。

第 4 表

その内訳を見ると
  主材の平板に就いて、その指数を比較すると、A では平均 85 であり、B では 96.3 とな
って居るが、その製品の品等の面では A 木取りに依ればⅡ等以上の製品が多く、一般木取
りにおいてはⅡ等以下の製品が多い事が判る。(この製品の品等差に就いては耳付材規格の
特性から出て来るものが多いが)その為に基準格差が 20％あっても、その実際製品に表れる
指数差は 11.3％しかないことになる。
  他の副材に就いては、略相似た品等構成が見られる。
  綜合すると、価値指数において耳付採材にする方が 10.6％低い。
4) 結        果
以上の経過から下記の如き結論を得た。

(イ) 材積歩止りを径級別に比較すると、耳付採材の方が
  9 寸下の素材において 8.2％増であり
  1 尺～1 尺 25 素材において 6.9％増であり
  1 尺 3 寸上の素材においては 5.9％増であり
  平均にして見ると、7％の増加を見た。
(ロ) 価値歩止りを同様に比較すると、耳付採材の方が
  9 寸下の素材において 2.8％減であり
  1 尺～1 尺 25 尺の素材においては 1.4％減であり
  1 尺 3 寸上の素材においては 5.9％増であり
  平均して見ると、1.5％の減少であった。

  5) あ と が き      
  今回の試みは供試量が少ないのと樹種がシナに限定してなされたものなので、此の結果
が直ちに応用出来得るものとは思われないし、又、今後においても耳付採材を主としてな
すには、更に価格の点で一応の基準とした指数即ち平板の(一)20％と云う点に就いて

(イ) 耳付材を貨車或いはトラック積みする場合の平板との積載比率(製品石当り運賃)
(ロ) 再加工して二次原料とする場合の製品ロスの出方と利用率及びその場合の形量の変

化
(ハ) 耳付材を尚加工する場合の加工賃

等を考察し検討を加える必要があるが、ともあれ工場原料素材の変遷から見てその木取り
方法においても輸送には便利であるからとか、或は原料として扱



い易いと云う理由で、従来の如き製品を生産していく木取りを改め、木製品(主として家具
材)及び内部造作材等は木理、変色の度合等で材の使い分けが必要であり、従って仕上り製
品は塗装にむらがなく材質が揃って居り、柾目、板目の使い分けが容易であり、又短尺に
切断して使用する場合が多く、高度に巾面が利用出来る等の点から一本の丸太からそのま
ま、耳付材として需要者の手に渡す方が好ましい等、製品の最終利用面より考慮される最
大限度の二次原料としての製材を供給する為に、その応用可能な、或は需要家の啓蒙に依
り可能と思われる。
  利用面に就いては、耳付材等を重点的に生産して行くと云う考え方に移行することが、
需用加工業者の設備化の必要、或は、製品の利用面の開拓等の溢路はあるとしても、低価
値素材の完全利用を促す一方法として、製材業者の考慮すべき事ではないかと思われる。
                                                         ─指導所試験部─


